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中部近畿産業保安監督部

北陸産業保安監督署

水力発電設備設置に関する電気事業法に係る手続きについて

●水力発電設備(水力発電所)を設置する際には、自家用電気工作物として、以下の手続きが

必要となります。但し、※「小出力発電設備」は、除きます。

１．主任技術者の選任（法第４３条、施行規則第５２条）

○水力発電所設置工事のための事業場

(1)電気主任技術者の選任
①第１、２、３種の有資格者の選任又は兼任

②主任技術者の許可を受ける場合は、500kW未満の発電所
（高等学校以上の電気工学科を卒業した者等）

③外部委託承認を受ける場合は、1000kW未満の発電所

(2)ダム水路主任技術者の選任
①第１、２種の有資格者

②許可主任技術者 500kW未満の場合、高等学校以上の土木工学科を卒業した者
〃 100kW未満の場合、土木の知識のある者

(3)その他、具体的には、水力係に問い合わせをしてください。

２．保安規程の届出（法第４２条、施行規則第５１条）

・工事・維持・運用のための保安規程の届出が必要。

３．工事計画の届出（法第４８条）

・電気工作物（例：20ｋWの水力発電所）の設置工事の実施に当たっては、
工事開始の３０日前までに届出が必要。

※「小出力発電設備」とは、電気事業法第３８条第２項、同法施行規則施行規則第４８条

第４項第３号（第４８条（一般用電気工作物の範囲））で定義されている。

・水力発電設備であって、出力１０ kW未満のもの（ダムを伴うものを除く。）

参考：第２種ダム水路主任技術者の資格取得について（当署のホームページに掲載中）

(1)大学、高専以上の学校であり、土木工学科を卒業した者

・卒業後３年以上の実務経験

(2)大学、短大、高専以上の学校であるが、土木工学科以外の学科を卒業した者

・卒業後５年以上の実務経験（３年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。）

(3)高等学校の土木工学科を卒業した者

・卒業後５年以上の実務経験（３年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。）

(4)高等学校以上であるが、土木工学科以外の学科を卒業した者

・卒業後７年以上の実務経験（３年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。）

問い合わせ先：北陸産業保安監督署 水力係 TEL０７６－４３２－５５８０


